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① 給与勧告の対象職員

本市に勤務する一般職の職員のうち、人事委員会の給与勧告の対象となるのは、技能・労務職員、水道局企業職員及び交通局企業職員等を除いた、
14,706人（令和３年４月１日現在）です。（注１）

行政職

6,541人

(40.5%)

医療職(1)

18人

(0.1%)医療職(2)

233人

(1.4%)

消防職

1,094人

(6.8%)

教育職(1)

238人

(1.5%)

教育職(3)

608人

(3.8%)

教育職(4)

5,974人

(37.0%)

技能・労務職

454人

(2.8%)

水道局企業職

453人

(2.8%)

交通局企業職

547人

(3.4%)

：勧告対象職員

：勧告対象外職員

職員の例 適用人員（人） 平均年齢（歳）

行政職給料表 一般行政職員 6,541 39.3

医療職給料表（１） 医師、歯科医師 18 45.9

医療職給料表（２） 保健師、助産師、看護師 233 40.3

消防職給料表 消防吏員 1,094 38.7

教育職給料表（１）
高等学校に勤務する
校長、副校長、教頭、教諭等 238 45.0

教育職給料表（３）
特別支援学校に勤務する
校長、副校長、教頭、教諭等 608 41.8

教育職給料表（４）
小学校及び中学校に勤務する
校長、副校長、教頭、教諭等 5,974 39.3

勧告対象 14,706 39.4

技能・労務職給料表
自動車運転手、守衛、
学校用務員等 454 47.1

水道局企業職給料表 水道局企業職員 453 39.6

交通局企業職給料表 交通局企業職員 547 41.6

全給料表 16,160 39.8注１ 任期付職員及び再任用職員についても、給与勧告の対象職員である。
注２ 円グラフの給料表別構成比は、それぞれ四捨五入しているため合計が100にならない場合がある。
注３ 教育職（２）は平成31年４月１日に廃止。
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② 給与勧告の流れ

福岡市人事委員会では、本市職員と市内民間事業所の従業員の４月分の給与額を調査した上で、これらを精密に比較し、本市職員の給与水準と市内民間

事業所の従業員の給与水準とを均衡させることを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、市内民間事業所の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合に本市職員の特別給（期末・

勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

職種別民間給与実態調査
企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の市内民間の899事
業所の中から人事院が無作為に抽出した199事業所の４月分給与等
を調査

福岡市職員給与等実態調査
本市に勤務する一般職の職員（※）（14,706人）の４月１日現在の給与
等を調査（※ただし、技能・労務職員、水道局企業職員、交通局企業職員
等を除く。）

給与等の検討及び決定

民間従業員（事務・技術関係職種）と本市職員（行政職）の給与を比較
【月例給】
・職務の種類、責任の度合、学歴及び年齢が同等と認められる者同士の給与を比較（ラスパイレス方式）

【特別給（ボーナス）】
・前年８月～当年７月における市内民間の特別給の支給割合との比較

給与等に関する報告及び勧告

市議会 市長

・国、他の地方公共団体の状況等

・生計費

給与条例改正案を提出

審議・議決
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③ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

職員給与と民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の本市職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（A）が、現に支

払っている支給総額（B）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。

具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢別の本市職員の平均給与（注１）と、これと条件を同じくする民間の平均給与（注２）のそれぞれに本市職員

数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

（役職段階） （学歴） （年齢） （民間給与総額（Ａ）） （本市職員給与総額（Ｂ））24・25歳 26・27歳

行政職
（事務・技術）

１・２級（係員）

３級（主任）

４級（総括主任）

５級（係長）

６級（課長）

７級（部長）

８級（局長）

22・23歳

民間給与×本市職員数

短大卒

高校卒

中学卒

20・21歳

18・19歳

16・17歳

令和３年４月分の市職員給与と民間給与との較差（公民較差）

▲134円（▲0.04％） 算定方法 （a)－（b)

民間給与×本市職員数

民間給与×本市職員数

民間給与×本市職員数

民間給与総額
÷本市職員総数

＝ 381,730円(a)

本市職員給与総額
÷本市職員総数

＝ 381,864円(b)

役職段階ごとに、「１・２級（係員）」と同

様、学歴別、年齢別に、民間給与及び本

市職員給与を算定

本市職員給与×本市職員数

本市職員給与×本市職員数

本市職員給与×本市職員数

本市職員給与×本市職員数

大学卒

注１ 令和３年福岡市職員給与等実態調査の結果を基に算出
注２ 令和３年職種別民間給与実態調査の結果を基に算出
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④ 民間給与との較差に基づく給与改定

本年の民間給与との較差が、▲134円（▲0.04％）と極めて小さいことから、月例給の改定を行わないことが適当であると判断しました。

※通勤手当、時間外手当を除く。

比 較

民間給与
＜令和３年４月分＞

381,730円

市職員給与
＜令和３年４月分＞

381,864円

較差 ▲134円
（▲0.04％）

・ 基本給

・ 家族手当
・ 住宅手当

・ 役付手当
・ その他の手当 ※

・ 給料
・ 扶養手当

・ 地域手当
・ 住居手当

・ 管理職手当
・ 単身赴任手当（基礎額）
・ へき地手当等
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⑤ 民間ボーナス（賞与及び臨時給与）の支給状況

3.95月分

3.96月分

4.12月分

4.20月分

4.31月分 4.42月分
4.46月分

4.50月分
4.45月分

4.31月分

3.5月分

4.0月分

4.5月分

5.0月分

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

（注） 支給状況の対象期間は、前年８月から当年７月までの１年間である。

0.0月分
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⑥ 民間初任給（学歴別）との比較
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⑦ 本年の給与勧告のポイント

月例給は改定なし、ボーナスは引下げ（▲０．１５月分）

月 例 給

期末手当・勤勉手当

○民間給与との較差 ▲134円（▲0.04％）
○民間給与との較差が極めて小さく、月例給の改定を見送り

○民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引下げ（年間4.45月→4.30月）
○期末手当の支給月数を引下げ

※ 勧告後の平均年間給与（行政職） ６０８万８千円（勧告前との差：▲５万７千円）
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⑧ （参考）給与較差と期末・勤勉手当（特別給）の推移

▲ 0.27％ (▲ 1,100円)

▲ 0.03％ (▲ 104円)

0.15％ (591円)

0.13％ (504円)

0.03％ (98円)

0.01％ (41円)

0.09％ (326円)

0.06％ (246円)

▲ 0.03％ (▲ 109円)

▲ 0.04％ (▲ 134円)令和３年 4.30月 ▲0.15月 ▲ 5.7万円 ▲ 0.93％

令和２年 4.45月 ▲0.05月 ▲ 1.9万円 ▲ 0.31％

令和元年 4.50月 0.05月 2.3万円 0.37％

平成30年 4.45月 0.05月 2.4万円 0.39％

平成29年 4.40月 0.10月 3.8万円 0.61％

平成28年 4.30月 0.10月 3.9万円 0.62％

平成27年 4.20月 0.10月 4.8万円 0.77％

平成26年 4.10月 0.15月 7.0万円 1.11％

平成25年 3.95月 － － －

平成24年 3.95月 ▲0.05月 ▲ 3.8万円 ▲ 0.58％

期末・勤勉手当 行政職職員の平均年間給与（注２）

年間支給月数 対前年比増減 増減額 率
給与較差月額（注１）

注１ 給与較差（月額）については、平成25年、平成28年、平成29年、令和２年及び令和３年においては極めて小さい較差であったことから、
この較差を解消するための給与勧告はなし。

注２ 令和３年の行政職職員（平均年齢39.3歳）の平均年間給与は、勧告前614万5千円、勧告後608万8千円である。
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⑨ （参考）福岡市職員の主な手当の概要（１／２）

手当名 内容 支給額（率）（R3.10月現在）

扶養手当 扶養親族のある職員に支給

・配偶者 6,500円※
・子 各 11,500円
・子（16歳年度初め～22歳年度末） 加算 5,600円
・父母等 各 6,500円※

※部長級職員 3,500円
局長級職員 支給なし

地域手当
国家公務員の支給割合に準拠して支給
（国家公務員においては、民間の賃金水準を基礎とし、物価
等を考慮して地域別に支給）

・（給料月額＋扶養手当月額＋管理職手当月額）× 10％（※）
※東京事務所20％、医療職給料表（1）16％

住居手当
借家・借間に居住する職員、配偶者等が借家・借間に居住す
る単身赴任手当を受給する職員に支給

・借家・借間居住職員
（月額16,000円を超える家賃を払っている職員）
最高 28,000円

・配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員
最高 14,000円

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給

・局長級（一種） 130,000円
・局長級（二種） 120,000円
・局長級（三種） 110,000円
・部長級 100,000円
・課長級 82,000円

単身赴任手当
異動に伴って転居し、やむを得ない事情により配偶者等と別
居して単身で生活する職員に支給

・基礎額：30,000円
・職員住居と配偶者住居との交通距離に応じ、

基礎額に70,000円以内の一定額を加算

初任給調整手当
新たに医師又は歯科医師として採用された職員のうち、規則
で定める職員に一定期間支給

・月額308,600円以内の額を、採用の日から35年以内の期間、
採用後一定期間経過後１年ごとに、その額を減じて支給

へき地手当
へき地学校及びへき地学校に準じる学校に勤務する職員に支
給

・（給料月額＋扶養手当月額）×支給割合－地域手当の額
※支給割合は最大25％

へき地手当に
準ずる手当

へき地学校、へき地学校に準じる学校又は特別の地域に所在
する学校に異動した職員のうち、異動に伴い住居を移転した
ものに一定期間支給

・（給料月額＋扶養手当月額）×支給割合
※支給割合は、異動の日から５年間は４％、

５年に達した後の１年間は２％
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⑨ （参考）福岡市職員の主な手当の概要（２／２）

手当名 内容・支給額（率）（R3.10月現在）

期末手当 民間における賞与等のうち、定率支給分に相当する手当として、６月１日
及び12月１日に在職する職員に支給

勤勉手当 民間における賞与等のうち、考課査定分に相当する手当として、６月１日
及び12月１日に在職する職員に勤務成績に応じて支給

支給日 基準日 一般職員 管理職職員等

６月30日 ６月１日 1.275月分 1.075月分

12月10日 12月１日 1.275月分 1.075月分

合計 2.55月分 2.15月分

支給日 基準日 一般職員 管理職職員等

６月30日 ６月１日 0.95月分 1.15月分

12月10日 12月１日 0.95月分 1.15月分

合計 1.90月分 2.30月分
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